
ＥＴＣシステム利用規程実施細則 

（目的） 

第１条 この実施細則は、ＥＴＣシステム利用規程（以下「規程」といいます。）第 12 条に基づき、

ＥＴＣシステムの利用に関して必要な事項を定めるものです。 

（用語の定義） 

第２条 この実施細則において使用する用語は、規程において使用する用語の定義によるものとしま

す。 

（利用方法） 

第３条 ＥＴＣシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、ＥＴＣシステムを利用しよう

とする場合は、運転を中断している間を除き、有料道路への進入から有料道路からの退出まで同一

の車載器に同一のＥＴＣカードを挿入し、ＥＴＣシステムを利用可能な状態に保ってください。 

（通行方法） 

第４条 ＥＴＣシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、利用証明書を必要とする場合

は、通行料金の請求を受ける料金所で車線表示板に「一般」若しくは「ＥＴＣ／一般」の表示があ

る車線又は「サポート」若しくは「ＥＴＣ／サポート」の表示がある車線（料金精算機（道路整備

特別措置法施行規則第 13 条第２項第二号に規定する料金収受機等をいいます。以下同じです。）の

設置があるものに限り、第６条その他の事項に利用証明書を発行しないと定める料金所を除きます。

以下本項において同じです。）に進入し、次の各号に定める事項を遵守してください。なお、スマー

トＩＣの車線、車線表示板に「サポート」若しくは「ＥＴＣ／サポート」の表示がある車線で料金

精算機の設置がない車線又は第６条その他の事項に利用証明書を発行しないと定める料金所では利

用証明書は発行しません。 

 一 車線表示板に「一般」又は「ＥＴＣ／一般」の表示がある車線を通行するときには、開閉棒の

開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停止してＥＴＣカードを係員に手渡すとともに利用証明書を

請求する又は料金精算機に挿入するとともに利用証明書を発行するための操作を案内に従って行

う若しくは係員に申し出てください。 

 二 料金精算機が設置され、車線表示板に「サポート」又は「ＥＴＣ／サポート」の表示がある車

線を通行するときには、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停止してＥＴＣカードを料

金精算機に挿入するとともに利用証明書を発行するための操作を案内に従って行う又は係員に申

し出てください。 

２ ＥＴＣシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、ＥＴＣシステムにより障害者割引

措置を受けようとする場合は、ＥＴＣシステム取扱道路管理者が別に定める手続（以下本項におい

て「手続」といいます。）を行ったうえで、障害者割引措置を受けるために登録した車両並びに手続

を完了した車載器及びＥＴＣカード（以下本項において「登録車両等」といいます。）を利用し、Ｅ

ＴＣ車線、スマートＩＣの車線又は一旦停止を要するＥＴＣ車線を通行してください。ただし、以

下の各号に該当する場合は、各号に定める事項を遵守してください。 

 一 登録車両等を利用する場合において、係員の処理により障害者割引措置を受けようとするとき

には、通行料金の請求を受ける料金所で車線表示板に「一般」、「ＥＴＣ／一般」、「サポート」若

しくは「ＥＴＣ／サポート」の表示がある車線又はスマートＩＣの車線を通行し、開閉棒の開閉

にかかわらず、開閉棒の手前で停止して係員に申し出てください。 

 二 登録車両等以外を利用する場合において、係員の処理により障害者割引措置を受けようとする



ときには、通行料金の請求を受ける料金所で車線表示板に「一般」、「ＥＴＣ／一般」、「サポート」

又は「ＥＴＣ／サポート」の表示がある車線を通行し、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手

前で停止して係員に申し出てください。なお、この場合において、スマートＩＣの車線では障害

者割引措置を受けられません。 

３ ＥＴＣシステム取扱道路管理者のうち東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日

本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、入

口料金所（利用する道路又は道路の区間の始点にあり通行券を発券する料金所をいいます。以下同

じです。）で車載器にＥＴＣカードを挿入してＥＴＣ車線を通行した場合に出口料金所（利用する道

路又は道路の区間の終点までにあり通行料金の請求又は通行料金の確定に必要な確認を受ける料金

所をいいます。以下同じです。）及び検札料金所（通行券の検札を行う料金所をいいます。以下同じ

です。）でＥＴＣ車線の利用ができないときは、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停止し

てＥＴＣカードを係員に手渡す若しくは料金精算機に挿入又は係員に申し出てください。ただし、

出口料金所がスマートＩＣの場合は、案内板、係員の指示その他の案内に従ってください。 

４ ＥＴＣシステム取扱道路管理者のうち東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日

本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、入

口料金所で通行券を受け取った場合は、出口料金所及び検札料金所で車線表示板に「一般」又は「Ｅ

ＴＣ／一般」の表示がある車線を通行し、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停止してＥ

ＴＣカードと通行券を係員に手渡す又は料金精算機に挿入するか、車線表示板に「サポート」又は

「ＥＴＣ／サポート」の表示がある車線を通行し、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停

止して、その他停止すべき旨の案内があるときは、当該案内に従って停止してＥＴＣカードと通行

券を料金精算機に挿入又は係員に申し出てください。ただし、出口料金所がスマートＩＣの場合は、

当該料金所は利用できません。 

５ ＥＴＣシステム取扱道路管理者のうち首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、名古屋高

速道路公社、神戸市道路公社、福岡北九州高速道路公社及び広島高速道路公社が管理する有料道路

の車線表示板に「ＥＴＣ／一般」の表示がある車線並びに阪神高速道路株式会社が管理する有料道

路の車線表示板に「ＥＴＣ／サポート」の表示がある車線では開閉棒を開放したままの場合があり

ます。この場合には、路側表示器の表示内容に従い、ブース横又は開閉棒の手前で安全に停止でき

る速度と車間距離を保持して進入してください。 

６ ＥＴＣシステム取扱道路管理者のうち高速自動車国道並びに首都高速道路株式会社、阪神高速道

路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、名古屋高速道路公社及び福岡北九州高速道路公社が

管理する有料道路において、通行止めにより途中流出した自動車が、東日本高速道路株式会社、首

都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、

本州四国連絡高速道路株式会社、名古屋高速道路公社及び福岡北九州高速道路公社が実施する料金

調整を受けようとするときは、再流入後の通行については、通行止めによる途中流出前に用いた車

載器及びＥＴＣカードと同一のものを使用してください。 

（徐行の方法） 

第５条 規程第８条第１項第二号及び第六号並びに第２項第一号及び第三号に規定する徐行の際は、

ＥＴＣ車線内で前車が停止した場合、開閉棒が開かない若しくは閉じる場合その他通行するにあた

り安全が確保できない事象が生じた場合であっても、前車又は開閉棒その他の設備に衝突しないよ

う安全に停止することができるような速度で通行してください。 



（その他の事項） 

第６条 次表の左欄に掲げるＥＴＣシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、同表中欄

に掲げる場合は、同表右欄に定める取扱い方法を適用するものとします。 

ＥＴＣシステム取扱道路管理者

の名称 
場合 取扱い方法 

東日本高速道路株式会社 

首都高速道路株式会社 

中日本高速道路株式会社 

西日本高速道路株式会社 

阪神高速道路株式会社 

本州四国連絡高速道路株式会社 

兵庫県道路公社 

宮城県道路公社 

大阪府道路公社 

神戸市道路公社 

愛知県道路公社 

栃木県道路公社 

広島高速道路公社 

福岡県道路公社 

長崎県道路公社 

鹿児島県道路公社 

滋賀県道路公社 

名古屋高速道路公社 

青森県道路公社 

車載器に路線バスとしてセ

ットアップした自動車を路

線バス以外の用途で使用す

る場合又は車載器に路線バ

ス以外の自動車としてセッ

トアップした自動車を路線

バスの用途で使用する場合 

車載器にＥＴＣカードを挿入す

ることなく、一般車線又は一般混

在車線を通行し、通行券を発券す

る料金所では通行券を受け取り、

通行料金の請求を受ける料金所

では、開閉棒の開閉にかかわら

ず、開閉棒の手前で停止して係員

にＥＴＣカードを手渡す又は係

員に申し出てください。また、車

線表示板に「サポート」又は「Ｅ

ＴＣ／サポート」の表示がある車

線を通行する場合は、通行券を発

券する料金所では通行券を受け

取り、通行料金の請求又は通行料

金の確定に必要な確認を受ける

料金所では、開閉棒の開閉にかか

わらず、開閉棒の手前で停止し

て、その他停止すべき旨の案内が

あるときは、当該案内に従って停

止して係員に申し出てください。

ただし、スマートＩＣから流入し

スマートＩＣ以外の出口料金所

及び検札料金所を利用する場合

は、車線表示板に「一般」又は「Ｅ

ＴＣ／一般」の表示がある車線を

通行し、停止して係員にＥＴＣカ

ードを手渡す又は開閉棒の開閉

にかかわらず、開閉棒の手前で停

止して係員に申し出て、スマート

ＩＣの出口料金所を利用する場

合は、開閉棒の開閉にかかわら

ず、開閉棒の手前で一旦停止して

係員に申し出てください。 

東日本高速道路株式会社 車軸数が４の自動車で車両 セットアップを行う際に申し出



首都高速道路株式会社 

中日本高速道路株式会社 

西日本高速道路株式会社 

阪神高速道路株式会社 

本州四国連絡高速道路株式会社 

兵庫県道路公社 

宮城県道路公社 

大阪府道路公社 

神戸市道路公社 

愛知県道路公社 

栃木県道路公社 

広島高速道路公社 

福岡県道路公社 

長崎県道路公社 

鹿児島県道路公社 

滋賀県道路公社 

名古屋高速道路公社 

青森県道路公社 

制限令（昭和 36 年政令第 265

号）第３条第１項に定める限

度以下のものが道路法（昭和

27 年法律第 180 号）第 47 条

の２第１項に定める許可を

受けて通行する場合 

されていない場合は、通行料金の

請求を受ける料金所で車線表示

板に「一般」又は「ＥＴＣ／一般」

の表示がある車線を通行し、開閉

棒の開閉にかかわらず、開閉棒の

手前で停止して係員に申し出て

ください。ただし、通行料金の請

求又は通行料金の確定に必要な

確認を受ける料金所でスマート

ＩＣの車線又は車線表示板に「サ

ポート」若しくは「ＥＴＣ／サポ

ート」の表示がある車線を利用す

る場合は、開閉棒の開閉にかかわ

らず、開閉棒の手前で停止して、

その他停止すべき旨の案内があ

るときは、当該案内に従って停止

して係員に申し出てください。 

東日本高速道路株式会社 

首都高速道路株式会社 

中日本高速道路株式会社 

西日本高速道路株式会社 

阪神高速道路株式会社 

本州四国連絡高速道路株式会社 

兵庫県道路公社 

宮城県道路公社 

大阪府道路公社 

愛知県道路公社 

栃木県道路公社 

広島高速道路公社 

福岡県道路公社 

長崎県道路公社 

鹿児島県道路公社 

滋賀県道路公社 

名古屋高速道路公社 

青森県道路公社 

車軸数が２以上の自動車で

あって隣接するいずれかの

車軸間距離が１．０メートル

未満のものが通行する場合 

セットアップを行う際に申し出

されていない場合及び該当する

自動車が被けん引自動車の場合

は、通行料金の請求を受ける料金

所で車線表示板に「一般」又は「Ｅ

ＴＣ／一般」の表示がある車線を

通行し、開閉棒の開閉にかかわら

ず、開閉棒の手前で停止して係員

にＥＴＣカードを手渡す又は係

員に申し出てください。ただし、

通行料金の請求又は通行料金の

確定に必要な確認を受ける料金

所でスマートＩＣの車線又は車

線表示板に「サポート」若しくは

「ＥＴＣ／サポート」の表示があ

る車線を利用する場合は、開閉棒

の開閉にかかわらず、開閉棒の手

前で停止して、その他停止すべき

旨の案内があるときは、当該案内

に従って停止して係員に申し出

てください。 



東日本高速道路株式会社 

中日本高速道路株式会社 

西日本高速道路株式会社 

本州四国連絡高速道路株式会社 

兵庫県道路公社 

宮城県道路公社 

愛知県道路公社 

広島高速道路公社 

福岡県道路公社 

青森県道路公社 

入口料金所でＥＴＣシステ

ムを利用して通行した自動

車が事故及び故障等により

通行できなくなり、出口料金

所及び検札料金所をけん引

された状態で流出する場合 

出口料金所及び検札料金所で車

線表示板に「一般」又は「ＥＴＣ

／一般」の表示がある車線を通行

し、開閉棒の開閉にかかわらず、

開閉棒の手前で停止して係員に

ＥＴＣカードを手渡す又は係員

に申し出てください。ただし、出

口料金所でスマートＩＣの車線

又は車線表示板に「サポート」若

しくは「ＥＴＣ／サポート」の表

示がある車線を利用する場合は、

開閉棒の開閉にかかわらず、開閉

棒の手前で停止して、その他停止

すべき旨の案内があるときは、当

該案内に従って停止して係員に

申し出てください。 

阪神高速道路株式会社 乗継制度（有料道路を利用す

る自動車が、指定した出口か

ら有料道路外へ一旦出たの

ち、再度指定した入口から進

入し、引き続き当該有料道路

を利用する場合にこれを１

回の通行とみなす制度をい

います。）の適用を受けよう

とする場合 

有料道路への進入から乗継出口、

乗継入口、有料道路からの退出ま

で同一の車載器に同一のＥＴＣ

カードを挿入して通行してくだ

さい。 

名古屋高速道路公社 

福岡北九州高速道路公社 

乗継制度の適用を受けよう

とする場合 

入口料金所から乗継出口を経由

して乗継料金所まで同一の車載

器に同一のＥＴＣカードを挿入

して通行してください。 

福岡北九州高速道路公社 車軸数が２のセミ・トレーラ

ー用トラクタで被けん引自

動車を連結していないもの

が通行する場合 

通行料金の請求を受ける料金所

で車線表示板に「一般」又は「Ｅ

ＴＣ／一般」の表示がある車線を

通行し、開閉棒の開閉にかかわら

ず、開閉棒の手前で停止して係員

にＥＴＣカードを手渡してくだ

さい。 

東日本高速道路株式会社 

首都高速道路株式会社 

中日本高速道路株式会社 

特定の区間・経路を通行した

場合に対象となる通行料金

や割引制度の適用を受けよ

当該特定の区間・経路の利用開始

から利用終了まで同一の車載器

に同一のＥＴＣカードを挿入し



西日本高速道路株式会社 

阪神高速道路株式会社 

名古屋高速道路公社 

福岡北九州高速道路公社 

広島高速道路公社 

宮城県道路公社 

うとする場合 て通行してください。 

栃木県道路公社 

名古屋高速道路公社 

広島高速道路公社 

福岡北九州高速道路公社 

福岡県道路公社 

鹿児島県道路公社 

滋賀県道路公社 

青森県道路公社 

障害者割引に登録したＥＴ

Ｃカード及び自動車で被け

ん引自動車を連結して通行

する場合 

通行料金の請求を受ける料金所

で車線表示板に「一般」又は「Ｅ

ＴＣ／一般」の表示がある車線を

通行し、開閉棒の開閉にかかわら

ず、開閉棒の手前で停止して係員

にＥＴＣカードを手渡してくだ

さい。 

東日本高速道路株式会社 

中日本高速道路株式会社 

西日本高速道路株式会社 

本州四国連絡高速道路株式会社 

兵庫県道路公社 

宮城県道路公社 

愛知県道路公社 

広島高速道路公社 

福岡県道路公社 

入口料金所でＥＴＣシステ

ムを利用して通行した自動

車が、インターチェンジ等の

間で、被けん引自動車との連

結等により料金車種区分が

変更された状態で出口料金

所及び検札料金所を通行す

る場合 

出口料金所及び検札料金所で車

線表示板に「一般」又は「ＥＴＣ

／一般」の表示がある車線を通行

し、開閉棒の開閉にかかわらず、

開閉棒の手前で停止して係員に

ＥＴＣカードを手渡す又は係員

に申し出てください。ただし、出

口料金所でスマートＩＣの車線

又は車線表示板に「サポート」若

しくは「ＥＴＣ／サポート」の表

示がある車線を利用する場合は、

開閉棒の開閉にかかわらず、開閉

棒の手前で停止して、その他停止

すべき旨の案内があるときは、当

該案内に従って停止して係員に

申し出てください。 

東日本高速道路株式会社 

中日本高速道路株式会社 

西日本高速道路株式会社 

本州四国連絡高速道路株式会社 

けん引自動車がスマートＩ

Ｃを通行する場合 

スマートＩＣから流入し、スマー

トＩＣ以外の出口料金所及び検

札料金所を利用する場合は、車線

表示板に「一般」又は「ＥＴＣ／

一般」の表示がある車線を通行

し、開閉棒の開閉にかかわらず、

開閉棒の手前で停止して係員に

ＥＴＣカードを手渡す又は係員

に申し出てください。スマートＩ



Ｃから流入し、スマートＩＣの車

線又は車線表示板に「サポート」

若しくは「ＥＴＣ／サポート」の

表示がある車線の出口料金所を

利用する場合は、開閉棒の開閉に

かかわらず、開閉棒の手前で停止

して、その他停止すべき旨の案内

があるときは、当該案内に従って

停止して係員に申し出てくださ

い。 

東日本高速道路株式会社 

中日本高速道路株式会社 

右欄対象料金所の一旦停止

を要するＥＴＣ車線を通行

する場合 

対象料金所 

(東日本高速道路株式会社) 

道央自動車道 森料金所 

 

(中日本高速道路株式会社) 

中部縦貫自動車道（安房峠道路）

平湯料金所 

 

通行に際しては、ＥＴＣシステム

利用規程及び同実施細則の規定

に従い通行してください。 

阪神高速道路株式会社 右欄対象料金所の一旦停止

を要するＥＴＣ車線を通行

する場合 

対象料金所 

北神戸線 しあわせの村料金所 

 

当該料金所の車線表示板には「一

般」と表示しております。開閉棒

の開閉にかかわらず、開閉棒の手

前で一旦停止して係員に申し出

てください。 

東日本高速道路株式会社 

首都高速道路株式会社 

中日本高速道路株式会社 

西日本高速道路株式会社 

阪神高速道路株式会社 

本州四国連絡高速道路株式会社 

宮城県道路公社 

栃木県道路公社 

名古屋高速道路公社 

愛知県道路公社 

側車付二輪自動車であって

被けん引自動車を連結して

通行する場合 

通行料金の請求を受ける料金所

で車線表示板に「一般」又は「Ｅ

ＴＣ／一般」の表示がある車線を

通行し、開閉棒の開閉にかかわら

ず、開閉棒の手前で停止して係員

にＥＴＣカードを手渡す又は係

員に申し出てください。ただし、

通行料金の請求又は通行料金の

確定に必要な確認を受ける料金

所でスマートＩＣの車線又は車



滋賀県道路公社 

大阪府道路公社 

神戸市道路公社 

兵庫県道路公社 

広島高速道路公社 

福岡県道路公社 

長崎県道路公社 

鹿児島県道路公社 

青森県道路公社 

線表示板に「サポート」若しくは

「ＥＴＣ／サポート」の表示があ

る車線を利用する場合は、開閉棒

の開閉にかかわらず、開閉棒の手

前で停止して、その他停止すべき

旨の案内があるときは、当該案内

に従って停止して係員に申し出

てください。 

阪神高速道路株式会社 右欄対象料金所の車線表示

板に「サポート」又は「ＥＴ

Ｃ／サポート」の表示がある

車線を料金精算機にＥＴＣ

カードを挿入して通行する

場合 

 

対象料金所 

ホームページにて指定します。 

 

利用証明書は発行しません。 

 附 則 

１ この実施細則は、令和７年 11 月９日から適用します。ただし、現にＥＴＣシステムを利用して

料金徴収を行っていない道路又はＥＴＣシステム取扱道路管理者においては、ＥＴＣシステムを利

用して料金徴収を開始する日から適用します。 

２ 令和５年 12 月 19 日付けＥＴＣシステム利用規程実施細則（以下「旧実施細則」といいます。）

は、本実施細則の適用をもって廃止します。 

  なお、本実施細則の適用前に旧実施細則の規定に基づき行われた手続で、本実施細則の適用の際

現に効力を有するものは、本実施細則の規定により行われたものとします。 


